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１-１．脱炭素化に向けた国際的な動向

● ● ● ● ● ● ●
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2000

ミレニアム
サミット(MDGs)

2015年までに達成すべき8の
ゴール

21のターゲット

COP3
(京都議定書) 

温室効果ガス排出量削
減を義務化（先進国）

国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）

1997

地球サミット
（リオ宣言）

国連気候変動枠組条約
アジェンダ21

1992

国連持続可能な開発
サミット（SDGs）
2030年までに達成すべき

17のゴール
169のターゲット2015

COP21
(パリ協定) 

世界共通の長期目標2.0℃～
1.5℃（締結国）

５年毎にNDCの提出・更新
開発途上国への資金支援

2015

2021
COP26

(グラスゴー気候合意) 
1.5℃に抑える努力を追求

2050年ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ
グラスゴー金融同盟

（GFANZ）

COP29
新規合同数値目標(NCQG)

炭素クレジット取引完全運用化
COP29水素宣言

2024

国連未来サミット
（未来のための協定）

SDGsの達成に向けた加速化
持続可能な開発と開発のための資金調達

国際連合サミット

国際的な 温室効果ガス（GHG） 排出削減目標（COP21/26）
・世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力を追求する。
・2050年までにカーボンニュートラルを実現。

2024

2025

COP30
(グローバル・ムラチオ決定)
化石燃料からの脱却の合意できず

気候資金を3倍にする努力
(NCQG)

ベレン持続可能燃料4倍宣言



１-２．国際海運における脱炭素化の動向

○国際海運の GHG 排出削減目標（MEPC80）（2023 IMO GHG削減戦略）
   2050 年頃までに、GHG 排出量ゼロ

2030 年までに、ゼロエミッション燃料等の使用割合を 5～10%にする
2030 年までに、CO2 排出を40%削減（2008 年比）

○GHG 排出削減目標に対する具体的な措置（MEPC84採択予定）（IMO ネットゼロフレームワーク）
使用燃料のGHG強度規制（GFI規制）
IMOネットゼロ基金による脱炭素化の促進

● ● ● ● ●

2013

MEPC65
GHG削減対策

新造船燃費規制
（対象船の拡大）

MEPC72
GHG削減戦略

今世紀中GHGゼロ排出

2018

MEPC80
GHG削減戦略改定

2050年頃GHG排出ゼロ

国際海事機関 海洋環境保護委員会（MEPC）

MEPC62
GHG削減対策

新造船燃費規制
（一部船種対象外）

2011

2023

MEPC83
IMO ネットゼロフレームワーク

※基本合意

2025.4

2025.10

IMO ネットゼロフレームワーク
審議が１年間延期

MEPC臨時会合
IMO ネットゼロフレームワーク
各国意見が収束しなかったた

め採択には至らず 3



１-３．国際海運における代替燃料と安全ガイドラインの動向

MSC109
アンモニア燃料船の安
全ガイドライン承認

国際海事機関海上安全委員会（MSC）

MSC102
メタノール・エタノール燃
料船の安全ガイドライン

承認MSC94
LNG燃料船の安全ガイド

ライン採択

★IGCコード改正の発効予定

出展：Class NK 代替燃料インサイト 4

MSC102
メタノール・エタノール燃
料船の安全ガイドライン

承認



１-４．代替燃料の特性

CO2及びGHG排出
削減効果が大きい

重油に比べ大型
タンク容量が必要

毒性による懸念

極めて低い温度と
する必要がある

代替燃料毎に特性があり、特性を踏まえた検討が必要。
✓CO2及びGHG排出削減効果  ✓タンク容量  ✓毒性  ✓液化時の温度      

5出展：Class NK 代替燃料インサイト
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２-１．日本における脱炭素化の動向

• 2050年カーボンニュートラル宣言
菅内閣総理大臣は2020年10月26日の所信表明演説において、我が国が2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言。
2021年4月には、菅内閣総理大臣は、地球温暖化対策推進本部及び米国主催の気候サミットにおいて、「2050年目標と整合的で、
野心的な目標として、2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向けて、挑戦を
続けていく。」と表明した。

出展：環境省

• 地球温暖化対策計画「The Plan For Global Warming Countermeasures」
地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画。
温室効果ガスの排出抑制及び吸収量に関する目標、事業者・国民が講ずべき措置に関する基本事項、目標達成のために国・地方公共
団体が講ずべき施策等について記載されている。

• エネルギー転換
水素・アンモニア、CCUS等を活用した火力の脱炭素化
再生エネルギー、原子力等脱炭素効果の高い電源を活用

• 産業・業務・運輸等
物流分野の脱炭素化
航空・海運分野での次世代燃料の活用

• 地方・くらし
地域創生に資する地域脱炭素の加速
（脱炭素先行地域を創出）

• 横断的取組
日本の技術を活用した、世界の排出削減への貢献
森林、ブルーカーボン等の吸収源確保の取り組み
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２-２．水素社会推進法（脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律）

• 国は、脱炭素化が難しい分野（鉄鋼・化学・モビリティ等）においてもGXを推進し、エネルギー安定供給・脱炭素・経済成長を同時に実現すべく、
低炭素水素等（水素、アンモニア、合成メタン、合成燃料等）の活用を促進するため、水素社会推進法を制定。

• 低炭素水素等の供給・利用を早期に促進するため、基本方針の策定、需給両面の計画認定制度の創設、計画認定を受けた事業者に対する
支援措置や規制の特例措置を講じる。

• 認定された事業者は、「価格差に着目した支援」「拠点整備支援」に関する助成金が交付される。また、供給開始から15年間の支援を受けること
ができる一方、支援終了後の10年間は供給義務が発生。

出展：経済産業省

■ 価格差に着目した支援
• 低炭素水素等はまだコストが高く、既存の原
料・燃料との価格差大

• 水素等の国内製造にかかるコスト、海外製造・
海上輸送にかかるコストなどを支援

■ 拠点整備支援
• 低炭素水素等を輸送・貯蔵する際に新しくタン
クやパイプラインなどのインフラ整備をおこなう場
合、それを支援

■ 低炭素水素等
 その製造にともなって排出されるCO2の量が一

定の値以下
 CO2排出量算定に関する国際的な決定に照

らしてその利用が日本のCO2の排出量の削減
に寄与するなどの要件に該当

 水素の他、アンモニアや合成燃料、合成メタン
なども対象
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２-３．グリーン成長戦略

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和３年６月）
・カーボンニュートラルへの挑戦から、産業の成長に繋げ、「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策。
・成長が期待される14の重要分野で、実行計画を策定し、高い目標を掲げ、具体的な見通しを示す。
・目標の実現を目指す企業の前向きな挑戦を後押しする、あらゆる政策を実施。

エネルギー関連産業 輸送・製造関連産業 家庭・オフィス関連産業

①洋上風力・太陽光・地熱
産業 ⑤自動車・蓄電池産業 ⑥半導体・情報通信産業 ⑫住宅・建築物産業・次世代

電力マネジメント産業

②水素・燃料アンモニア産業 ⑦船舶産業 ⑧物流・人流・土木インフラ
産業 ⑬資源循環関連産業

③次世代熱エネルギー産業 ⑨食料・農林水産業 ⑩航空機産業 ⑭ライフスタイル関連産業

④原子力産業 ⑪カーボンリサイクル・マテリアル
産業
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２-４．国土交通グリーンチャレンジ
国土交通グリーンチャレンジ（令和３年７月）
・2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、戦略的に取り組む重点プロジェクトをとりまとめた。
・重点的に取り組むべき６つのプロジェクトを掲げている。
・港湾・海事分野においては４つの分野での取り組みを推進する。

 省エネ・再エネ拡大等につながるスマートで強靱なくらしとまちづくり
 グリーンインフラを活用した自然共生地域づくり
 自動車の電動化に対応した交通・物流・インフラシステムの構築
 デジタルとグリーンによる持続可能な交通・物流サービスの展開
 インフラのライフサイクル全体でのカーボンニュートラル、循環型社会の実現
 港湾・海事分野におけるカーボンニュートラルの実現、グリーン化の推進

《カーボンニュートラルポート形成の推進》
〇CNP形成の推進
〇水素・燃料アンモニアの国際サプライチェーンの構築

《船舶の脱炭素化による持続的で競争力ある海上輸送サービスの実
現》
〇ゼロエミッション船の研究開発・導入促進・生産基盤の確立
〇IMOにおける新船への代替を促す国際基準の整備
〇ＣＣＵＳ環境整備のための研究開発・導入促進

《洋上風力発電の導入促進》
〇再エネ海域利用法に基づく事業等の推進
○基地港湾の計画的整備等
○浮体式の安全評価手法の確立

《気候変動リスク対応、海の保全・再生等》
○海面水位上昇等に対応した港湾機能の強化
○激甚化する災害に対応した海上交通の強靱化
○ブルーカーボン生態系の活用
○漂流・漂着ごみ対策
○バラスト水管理の適正化 10



２-５．日本の港湾における脱炭素化に向けた施策

（１）CNP形成を推進する計画・協議会

（２）CNP認証（コンテナターミナル）

（３）脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化
・ 代替燃料バンカリング拠点形成
・ 荷役機械の脱炭素化
・ 陸上電力供給
・ ブルーカーボン

（４）水素・アンモニア等の受入環境の整備

出展：MILT「Carbon Neutral Port (CNP)」 11



２-５-1．カーボンニュートラルポート（CNP）の形成を推進する計画・協議会
港湾における脱炭素化の取組は、多岐に亘る官民の主体が関係する。
実効性を高めるためには、官民連携により、継続的かつ計画的に取組を進めていくことが必要。

↓（港湾法を改正）
港湾管理者が、官民の関係者で構成する「港湾脱炭素化推進協議会」を開催。
「港湾脱炭素化推進計画」を作成し、関係者が計画に基づき取組を進める体制を構築。

・港湾脱炭素推化進協議会の構成員
港湾管理者
港湾脱炭素推進事業の実施か見込まれる者
関係地方公共団体
港湾利用者（船社、物流事業者等）
学識経験者

・港湾脱炭素化推進計画に定める事項
基本的な方針
計画の目標
港湾脱炭素化推進事業・実施主体
計画達成状況の評価に関する事項
その他港湾管理者が必要と認める事項
（将来構想、地区の方向性等）

出展：MILT
12



２-５-2．CNP認証（コンテナターミナル）

2025年３月、国土交通省港湾局が、認証制度「ＣＮＰ認証（コンテナターミナル）」を創設。

認証取得のメリット
• 脱炭素化の取組の成果について、国土交通省港湾局による客観的な評価として示すことができる。
• 企業価値の向上に取り組む港湾ユーザーや資金調達先、社会全体に対するPR手段として活用可能。
• 港湾全体でのCNP形成に向けた機運醸成が図られ、CNPに取り組む企業等や港湾自体のブランド力の向上等の相乗効果が期待できる。
• 認証制度の海外における認知度向上とともに、認証の取得が国際的な評価の獲得にも寄与する。

• 評価基準（レベル１～５の多段階認証）
レベル１

港湾脱炭素化推進計画等の作成
排出量原単位（kgsCO2/TEU）の算出
レベル２～３

レベル１の要件に加え、
評価項目の以下の水準を満たす
レベル２＝10％、レベル３＝50％
レベル４～５

レベル２～３の要件に加え、
評価項目の以下の水準を満たす
レベル４＝80％、レベル５＝100％

出展：MILT 出展：MILT 13



２-５-3．脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化（バンカリング）

LNG
2013年６月 LNGバンカリングガイドラインを策定（2024年改訂）
（Ship to Ship方式、Shore to Ship 方式、Truck to Ship方式）

メタノール
2025年２月 メタノールバンカリング拠点のあり方検討会 とりまとめ

アンモニア
2025年６月 アンモニアバンカリングガイドラインを策定

（共通編、Ship to Ship方式)

メタノール（Ship to Ship ）
2024年９月:コンテナ船へのバンカリングシミュレーション

出展：横浜市

アンモニア（Truck to Ship ）
2024年７月:タグボートへのバンカリング

出展：横浜市

LNG（Ship to Ship ）
2020年10月：PCC船へのバンカリング

出展：MLIT

バンカリング拠点形成に向けた環境整備の取組

（バンカリング実施例）
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２-５-4．水素・アンモニア等の受入環境の整備

• 国土交通省港湾局は、港湾において低炭素水素等を輸入するための受入拠点の整備等の促進に向け、水素・アンモニアの受入環境整備に係
るガイドライン(中間とりまとめ)を発表。

• 事業者が港湾における低炭素水素等の受入拠点形成に向け、港湾計画の変更や施設整備を行うにあたっての一助とすることを目的に、安全か
つ効率的な施設配置や運用等を検討する際の留意点を整理するもの。

出展：MLIT

港湾における水素等の受入環境整備の安全対策に関する法令・規制等の整理
港則法、港湾法
高圧ガス保安法、電気事業法、 ガス事業法、
労働安全衛生法、消防法 等

水素等の受入拠点において想定される港湾の利用方法の整理
 隔離された岸壁等を他の岸壁利用と重複せず利用する場合
 一般貨物等の取扱岸壁等と隣接した岸壁等を利用する場合
 同一岸壁を他の利用と重複して利用する場合

施設配置と安全管理・運用に関する留意点
 需要の把握
 船舶の係留・荷役に係る岸壁等の検討
 ヒト・車両等の輸送動線の検討（平面的な観点での検討)
 適切なパイプラインの設置の検討
 周辺の土地への対応の検討
 将来的な水素等の需要増大への対応の検討
 自然災害への対策の検討
 安全管理・運用に係る留意点

水素・アンモニアの受入環境整備に係るガイドライン (案)
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２-６．日本の港湾における脱炭素化の取組事例

①CNP金融フレームワーク
・横浜港CNPサステナブルファイナンス・フレームワーク
・川崎港CNPグリーン／トランジション・ファイナンス・フレームワーク
・神戸サステナブルファイナンス・フレームワーク

②CNP認証(コンテナターミナル)

・博多港アイランドシティコンテナターミナル
・川崎港コンテナターミナル
・名古屋港鍋田ふ頭コンテナターミナル
・大阪港南港コンテナターミナルC-1/4
・高松港コンテナターミナル
・大阪港夢洲コンテナターミナルＣ10,Ｃ11,Ｃ12
・八戸港多目的国際物流ターミナル

：レベル５＋
：レベル４＋
：レベル３＋＋
：レベル２＋
：レベル１
：レベル２＋＋
：レベル１

③荷役機械の脱炭素化 ・水素燃料電池型RTGによる荷役作業等の実証（東京港・横浜港）
・水素エンジン型RTGによる荷役作業等の実証（神戸港）

④商用規模水素受入基地建設の着工 ・液化水素サプライチェーンの商用化実証（川崎港）

• 民間事業者の脱炭素化に向けた取り組みが、動き始めている。
✓民間の資金調達の枠組み整備
✓コンテナターミナルや荷役機械の脱炭素化等
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２．脱炭素化に向けた日本の動向
３．脱炭素化に向けたインドの動向
４．インドと日本の比較
５．考察
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３-1．インドの脱炭素・エネルギー政策

2021年11月：国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）において以下を表明
Panchamrit（5大誓約）

• 2070年までに温室効果ガス排出実質ゼロ（ネットゼロ）を達成
• 非化石燃料による発電容量を2030年までに500GW に引き上げる
• 2030年までに非化石源エネルギーによる累積電力設備容量で50％
• 2030年までに累計1ギガトン（10億トン）のCO₂削減
• 経済の炭素強度（GDP当たりの温室効果ガス排出量）を2030年までに2005年の水準から45%削減する

※2022年8月 NDC改訂

インドの脱炭素・エネルギー関連の中長期目標

2015年：NDC（Nationally Determined Contribution）提出（パリ協定 COP21）
• 2030年までにGDP当たり温室効果ガス排出量を2005年比33～35％削減
• 2030年までに森林面積の拡大を通じた25～30億t-CO2のカーボンシンク（CO2 吸収源）の創出
• 2030年までに非化石エネルギー発電設備容量（再エネ、原子力等）の総発電設備容量に占める割合を40％に引き上げる

2021年8月15日:独立記念日
• 2047年（独立100周年）までにエネルギー自給達成（Energy Independence）を宣言

出典: Government of India Press Information Bureau (PIB) 18



３-２-１．インドの港湾における脱炭素政策
MARITIME INDIA VISION 2030

• 2021年2月、港湾・海運・水路省（MoPSW）は、インドを世界の海事分野におけるリーダー的地位へ押し上げることを目指し Maritime 
India Vision 2030（MIV2030）を策定。

• 2030年までの協調的かつ加速的な成長の実現に向け、港湾、物流、造船、グリーン化、デジタル化などを対象に、約150の戦略的イニシアチ
ブを導入。

• 海事グリーン化では、港湾での再生可能エネルギー・クリーン燃料利用の増加やグリーンベルト整備など8つの主要施策や、国際基準に照らした
目標が設定された。

出典: Maritime India Vision 2030 (Ministry of Ports, Shipping and Waterways(MoPSW)) 19



３-２-２．インドの港湾における脱炭素政策
"Harit Sagar" Green Port Guidelines

• 2023年5月、港湾・海運・水路省（MoPSW）は、主要12港における環境負荷の低減とカーボンニュートラルの達成に向け、「"Harit Sagar"
Green Port Guidelines」を策定。

• 重点的な実施項目としては、再生可能エネルギー活用、グリーン水素・グリーンアンモニア・グリーンメタノール等の低・脱炭素燃料インフラ整備、港
湾施設・車両の電動化、船舶への陸上電力供給の導入等。

• すべての主要港は、環境パフォーマンス指標（EPIs）を参照して目標及び⾏動計画を策定することが義務付けられている。（各主要港の目標
値はEPIsに準拠。）

出典: Harit Sagar" Green Port Guidelines (MoPSW) 20



３-２-３．インドの港湾における脱炭素政策
Maritime Amrit Kaal Vision 2047

• 2023年10月、港湾・海運・水路省（MoPSW）は、MIV2030を基盤に、海事産業の変革により、インドを世界的な海事ハブへ導く長期
ロードマップとしてMaritime Amrit Kaal Vision 2047（MAKV2047) を策定。

• 2047年までに世界水準の港湾整備、内水面輸送・沿岸航路の拡充、持続可能で競争力ある海事産業の実現に向け、300を超える行動
計画を提示。

• グリーンポート分野では、再エネ導入や代替燃料の活用、陸電供給や港湾施設の電化、グリーンベルト整備などを推進し、KPIに基づく国際水
準の目標を設定。

出典: Maritime Amrit Kaal Vision 2047 (MoPSW) 21



３-２-４．インドの港湾における脱炭素政策
グリーン水素ハブ形成に向けた主要港の選定

１．Deendayal 港
• 2024年7月、DPA（Deendayal Port Authority）は民間企業４社に3,400エーカーの土地を割り当て
• DPAは、水素製造に必要な純水確保のために300MLDの淡水化プラントの設置を計画
• MoPSWは、2025年7月、インド初となるメガワット級の純国産グリーン水素製造プラント（１MW級）の稼働

を開始、今後、10MWまで拡大する計画
• 2030年までに、年間700万トンのグリーンアンモニアの生産を目指す
２．V.O.Chidambaranar 港
• グリーン水素・アンモニアの製造・貯蔵施設の整備に向け、4社に501エーカーの土地を割り当て
• グリーン水素製造・貯蔵・発電のパイロットプラントの稼働開始、港湾内の再生可能エネルギーを利用し10N㎥

/hの水素を製造、水素燃料電池から港内の街路灯やEVステーションへ電力を供給
• グリーン水素のバンカリングおよび燃料補給を行うパイロット施設（水素貯蔵能力750㎥）が2026年1月の完

成を目指して開発中
• 2028年までに年間80万トン、2030年までに年間200万トンのグリーン水素製造を目指す
３．Paradip港
• グリーン水素・アンモニアの輸出・バンカリングのため、年間500万トンの処理能力を持つ専用バースを整備する

予定
• ReNewとJERAは、再生可能エネルギー（約50万kW）を利用して、グリーン水素を生産し、その水素を原料

として年間約10万トンのグリーンアンモニアを生産する計画
• 2030年までに、年間200万トンのグリーン水素製造を目指す（港湾エリア外）

• 政府は、グリーン水素製造・利用・輸出の国際ハブとなるため、グリーン水素ミッションを策定。2030年までに年間500万トンの水素製造を目指す。
• 2023年10月、港湾・海運・水路省（MoPSW）は、同ミッションの下、水素の輸出の加速に向け、Deendayal港、Paradip港、

V.O.Chidambaranar港を、グリーン水素ハブ開発のための主要３港として指定。
• 2030年までに3港にグリーン水素等（アンモニア・メタノール含む）の貯蔵・バンカリング・燃料補給インフラを整備し、2035年までに主要12港でグ

リーン水素・アンモニアのバンカリング・燃料補給施設を設置する目標を掲げる。
• 2025年10月、新・再生可能エネルギー省（MNRE）は同3港を、国家グリーン水素ミッションに基づくグリーン水素ハブに正式に認定。

出典: PIB、MoPSW、NCoEGPS、DPA、各報道機関HP

Deendayal 港

V.O.Chidambaranar港

Paradip港
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３-２-５．インドの港湾における脱炭素政策
専門機関の設立：National Centre of Excellence in Green Ports and Shipping（NCoEGPS）

• 2022年11月、港湾・海運・水路省（MoPSW）は、エネルギー資源研究所（TERI）と共同で、グリーン港湾・海運国家エクセレンスセンター
（NCoEGPS）の設立を発表。翌年3月、グルグラム近郊のTERIキャンパス内に開設された。

• NCoEGPSは、インドの港湾・海運業界におけるカーボンニュートラルと循環型経済の促進を目的に設立され、政策・規制的枠組みや代替技術
導入ロードマップの策定支援等を通じて、MoPSWに対するグリーン港湾・海運の一元的な政策・技術支援拠点としての役割を担っている。

• 2025年２月、NCoEGPSはポータルサイトを立ち上げ、港湾・海運業界、政府機関、研究機関等の幅広いステークホルダーに、レポートやガイド
ライン、ベストプラクティス、デジタルツール、研究成果、関連情報等を提供するためのデジタルプラットフォームを構築。

• ポータルにおいて、主要12港におけるグリーンポートの取組状況が公開されている。

出典:TERI, NCoEGPS

■目的及び活動範囲
• Make in India 推進：港湾・内陸/沿岸水運・船舶向けの先端グリーン技術・システムを開発
• 迅速なイノベーション：港湾・海運におけるエネルギー・排出・持続可能性の課題に対する解決策の提案
• 人材育成：海事産業のグリーン化を担う理論的知識と実践的経験を備えた専門人材を育成
• MoPSWの技術部門：短期調査～長期技術開発の実施、複雑な課題の診断、解決策の提示
• 政策・規制ガイダンスの提供：脱炭素化・循環型経済の原則に沿った枠組み、代替技術ロードマップ、ベストプラク

ティスについてMoPSWに助言
• インフラ投資・能力構築の推進：電化、グリーン燃料、炭素回収、再エネ等の分野でツール・パイロットプロジェクト等

を開発する
• 戦略的パートナーシップ形成：国内外の研究機関・港湾・造船所・シンクタンク、金融機関等との連携
• 再エネ導入促進：太陽光、風力、バイオエネルギー、新興海洋技術の導入促進
• 自立持続型の国家的な知識ハブ：技術評価・政策助言・研究・教育・デジタルプラットフォームの提供

■協力機関（外部委員会構成員）
港湾・海運・水路省（MoPSW)、エネルギー資源研究所（TERI）、ディーンダヤル港湾局（DPA）、
パラディップ港湾局（PPA）、V.O.チダンバラナール港湾局（VOCPA）、コーチン造船所（CSL）
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３-２-６．インドの港湾における脱炭素政策
主要12港における港湾脱炭素化の取組状況の分析

• 港湾・海運・水路省（MoPSW）に設置されたNAVIC Cell-3（港湾・海運分野の脱炭素化を推進する専門組織）が主導し、TERI
（NCoEGPS）と連携して、インドの主要12港を中心に、港湾・海運の脱炭素化の現状と課題を分析したレポートが作成・公表された。

• その中で、主要12港における、再生可能エネルギー、陸上電力、機器の電動化などの取組状況、行動計画等について、港別にそれぞれ比較・
分析を行い、課題や実現に向けたギャップを明確化するなど、政策検討の基礎となる情報を提供している。

出典: NCoEGPS 24

■ India’s Maritime Green Shift: Pioneering Energy Transition and Pollution Control



３-3‐１．インド主要港におけるグリーンポートの取組（チェンナイ港）
チェンナイ港の主な取組

出典: ChPA提供資料

• 太陽光発電設備の導入（出力 500kW)
今後、2MWの発電設備の導入を計画中。沿岸部の環境規制等により港湾区域では開発可能区域が限られており、拡大が難しい。

• 陸上電力供給設備の導入（供給電力650kW）
海軍・港湾作業船向け
クルーズ船、Ro-Ro船、多目的貨物船向けに（供給電力15,000kW、₹14.3億）実現可能性調査を実施中。

• グリーンベルトの拡大、バイオガスプラントの導入など

Shore Power Supply 

Shore Power Supply 
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３-3-２．インド主要港におけるグリーンポートの取組（カマラジャー港）

出典: KPL提供資料

カマラジャー港の主な取組

• 太陽光発電設備の導入（出力300kW)
• 陸上電力供給設備の導入（供給電力500kW）

CB1・CB2（石炭バース）に設置したが、現在は試験運転を実施中
導入・維持管理費はKPLが全額負担し、利用者は電気料金のみ負担

• 港内専用のEVやEV充電設備の導入
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３-3-３．インド主要港におけるグリーンポートの取組

出典: NCoEGPS

EPIs（環境パフォーマンス指標）ごとの取組状況（チェンナイ港、カマラジャー港）

(環境パフォーマンス指標)

Port EPI
(目標値)

2030
(目標値)

2047
(取組状況)

ChPA※
(取組状況)

KPL※

Installed RE (KW/MW) (Wind/Solar) NA NA 500 KW S 320 KW S

% Share of RE consumption at ports (self generated + procurement from grid) >60% >90% 4% 50%

% Port equipment/vehicles electrified >50% >90% 2 RTGC (hybrid) 5%

% area under green belt >20% >33% 10% 22.82%

% reduction in CO2 emission/ton of cargo (Baseline Year 2023) >30% >70% 18.66% Study in progress

%GHG emission reduction in all coastal/ EXIM vessels >10% >50% Nil Installation of shore Power supply facility  for 
harbor crafts , coastal vessels(in progress)

% reduction in fresh-water consumption / ton of cargo (Baseline Year 2023) >20% NA 0% Internal study in progress

% recycle and reuse of consumed water >100% NA 12% 83 KLD STPs；Treated STP water is reused for 
green belt development

% reduction in energy consumption / ton of cargo (Baseline Year 2023) >20% NA 5% Internal study in progress

One no. of LNG bunkering station By 2030 NA 0 Internal study in progress

Green hydrogen / Ammonia bunkers and refueling facilities By 2035 NA 0 Internal study in progress

Adequate number of EV charging stations By 2025 NA 0 1

*Source: This is only representative data compiled by TERI. Appropriate data will be updated from time-to-time as per availability.

• 港湾における消費電力に占める再エネ（系統からの調達含む）の割合はチェンナイ港４%に対しカマラジャー港が50%と進んでいる。
• 港湾施設・車両の電化率は両港とも低い水準である。
• LNGバンカリング及び水素・アンモニア燃料供給施設については内部検討の段階。
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１．脱炭素化に向けた国際的な動向
２．脱炭素化に向けた日本の動向
３．脱炭素化に向けたインドの動向
４．インドと日本の比較
５．考察
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４-１．日本とインドの脱炭素化に係る政策の比較

日本 インド

国の目標

• 2050年カーボンニュートラル
• 2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比46%削減、

さらに50％の高みに向けて挑戦
• 2035年度、2040年度に、GHGを2013年度比それぞれ60％、

73％削減

• 2070年までに温室効果ガス排出実質ゼロ
• 2030年までに経済の炭素強度（GDP当たりの温室効果ガス排出

量）を2005年比45%削減

政府の方針

• 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 
• 国土交通グリーンチャレンジ
• 水素社会推進法

• MARITIME INDIA VISION 2030（MIV2030）
• Maritime Amrit Kaal Vision 2047（MAKV2047）
• National Green Hydrogen Mission

港湾分野における
方針、制度等

• 港湾法改正、港湾脱炭素化推進計画作成マニュアル
• CNP認証（コンテナターミナル）制度
• 水素・アンモニア受入環境整備に係るガイドライン（案）
• 代替燃料バンカリング環境の整備

- LNGバンカリングガイドライン
- メタノールバンカリング拠点のあり方検討
- アンモニアバンカリングガイドライン

• Harit Sagar Green Port Guidelines
• グリーン水素ハブ開発に向けた主要港の指定
• Green Tug Transition Programme
• National Centre of Excellence in Green Ports and 

Shipping（NCoEGPS）の設置

• 両国とも、目標年度は違うがカーボンニュートラルの達成を掲げ、2030年度における温室効果ガス排出量の削減目標を設定している。
• 各省庁において、カーボンニュートラル実現に向けた方針が示され、各港湾における脱炭素化の推進に向けたガイドラインが示されている。
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４-２．日本とインドの各港湾における脱炭素化推進体制の比較

日本 インド

根拠 • 港湾脱炭素化推進計画
※ 港湾法に基づく法定計画だが、策定は港湾管理者に一任

• Harit Sagar Green Port Guidelines
※ 主要12港が対象

実施体制

• 港湾法において、各港湾管理者は、官民の関係者が参加する「港湾脱炭素化推
進協議会」を開催

• 同協議会における検討を踏まえ、「港湾脱炭素化推進計画」を作成し、各関係者
が同計画に基づいてそれぞれの取組を進める

• 主要12港における環境負荷の低減とカーボンニュートラルの達成に向け政府が定めたガイ
ドライン

• 全ての主要港に対し、環境パフォーマンス指標（EPI）を参照して目標及び⾏動計画を
策定することを求めている

• 政府は、年間で最も優れた3つのグリーンパフォーマンス港を認定し表彰

目標設定

ガイドラインにおけるKPI（重要達成度指標）（参考値）
• CO2排出削減目標（港湾及び周辺地域）： 2030年度に2013年度比 

46％削減、2050年カーボンニュートラル
• コンテナ貨物を取り扱う低炭素化荷役機械の導入割合： 43％（2021 年度）

⇒60％（2026年度）⇒75％（2030年度）
• 水素・アンモニア等の取扱貨物量：ほぼゼロ（2020 年）⇒100 万トン（2030 

年）

※KPIと目標値は各港湾の特色や状況に応じて任意で設定

ガイドラインに記載のEPI（環境パフォーマンス指標）
• 貨物取扱量1トンあたりの炭素強度：2030年までに30%削減、2047年までに70%削

減（2022～2023年比）
• 港湾での再エネ使用割合：2030年60%以上、2047年90%以上
• 港湾設備（車両含む）の電化：2030年50％以上、2047年90％以上
• 船舶（内航/外航）からのGHG排出量：2030年10％削減、2047年50％削減
• 港湾エリアの緑地面積：2030年20％以上、2047年33％以上
       その他５項目（計11項目）

※主要12港共通の目標値

対象範囲
• 港湾ターミナル、物流活動（海上輸送、トラック輸送等）、港湾を利用して生産・

発電等を行う事業者、吸収源対策（ブルーカーボン）、港湾工事等
• 港湾ターミナル、物流活動（港船舶への脱炭素燃料導入、陸電供給、内航・外航船舶

のGHG削減）、吸収源対策（緑地帯確保）

• 日本では、港湾法に基づき、各港湾において、国のマニュアルを参考に港湾脱炭素化推進計画が策定され、各港の特徴や事情に応じて目標や
脱炭素化に資する事業が設定され、取組が行われている。

• インドにおいては、Green Port Guidelinesにおいて、国有の主要12港湾を対象に、環境負荷低減とカーボンニュートラル達成に向け、目標値
の設定や、行動計画の策定が義務付けられている。
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４-３-１．日本とインドの各港湾の脱炭素化に向けた各種施策の比較

日本 インド

目標
ー • 2023年（フェーズ1）:港内船および⼩型船向けの陸上電源の設置（主要12港で実施済）

• 2026年（フェーズ2）:インド船籍の内航船への拡張（主要7港で実施済）
• 2030年（フェーズ3）:外国籍船舶および国際貨物船への完全導入
• 2030～2035年：インドの全港湾における全船舶の陸上電源の完全利⽤

導入・検討状況

■導入
主にフェリー、タグボート、官公庁船が接岸する岸壁
48港（官公庁船専用102基、民間企業所有197基）※R6.3末時点
• 神戸港：練習船、内航コンテナ船
• 苫小牧港：巡視艇、タグボート、バンカー船、小型船
• 横浜港：内航貨物船（整備中）
• 名古屋港：作業船
■調査検討
• 横浜港：クルーズ船
• 大阪港：クルーズ船

■導入
主要12港において、状況に応じて複数のバース・桟橋に設置されているよう
• チェンナイ港：Coast Guard vessels（Phase1実施済み）
• カマラジャ港：Tugs, Pilot boats（Phase1・2実施済み）
• 他の主要港：Port-owned vessels, Cruise vessels, Coast Guard vessels,Tugs, Port 

vessels 等
■調査検討
• チェンナイ港：クルーズ船、Ro-Ro 船、多目的貨物船向け
• カマラジャ港：ー
• 他の主要港：Phase２、Phase３の実施に向け、実現可能性調査や計画策定を実施中

支援制度 • 国による補助制度（本体価格の３分の１補助）
• 特例措置（固定資産税を取得後３年間2/3とする）

• ヒアリングでは支援制度は確認できなかった

普及に向けた課
題等

• 国内の電気料金が高く、小型船以外では補機発電の方が経済的に優位。
• 不特定多数が利用する場合、従量料金を使用料として徴収。初期投資や維

持管理費を反映した収支計画となっていない。（例：神戸港）
• 国際的な標準規格はあるが、国内では各事業者が個々の設備を導入。
• 設備費用、利用料金、周波数対応、電力料金体系、電気事業ライセンス、規

格統一化等について総合的な検討が必要。
• 陸電利用を義務づける規制やインセンティブがなく、支援も限定的。

• 陸電利用を義務付ける国際的・国内的な規制が存在しない（特にEXIM船舶において）
• 船種・船籍ごとの陸電受電仕様が標準化されておらず、統一的な対応が困難
• 電圧・周波数の不一致、ケーブルマネジメントシステム（CMS）の設置スペースに制約
• 初期投資の大きさ、ビジネスモデルや投資インセンティブの欠如
• 多くの港湾は電力供給に必要な配電事業者ライセンスを保有しておらず、既存のPPPコンセッション契

約には陸電設備が含まれていない

陸上電力供給

出典: MoPSW、MLIT、横浜市、名古屋港管理組合、大阪市、神戸市

• 日本では、具体的な導入目標は無いが、各港湾で小型船を中心に導入が行われており、一部の港湾では大型船への対応に向けた検討が行わ
れている。

• インドでは、段階的な導入目標が設定され、フェーズ1では主要全12港で実施済みとなっており、次フェーズの取組に向けた検討が行われている。
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４-３-2．日本とインドの各港湾の脱炭素化に向けた各種施策の比較

日本 インド

法制度・長期戦略
• 水素基本戦略・グリーン成長戦略で長期導入目標を設定
• 水素社会推進法に基づく計画認定・支援制度により民間プロジェクトの商

用化を促進（港湾利用の有無によらず）

• National Green Hydrogen Missionで水素製造目標を設定
• Green Port Guidelinesにおいて、2035年までに主要12港でグリーン水素・アン

モニアのバンカリング・燃料補給施設を設置について記載

財政支援
• GI基金：大規模水素サプライチェーンの構築（技術開発・実証）
• 価格差支援：グリーン水素・アンモニア等の製造・輸送コストを抑制
• 拠点整備支援：輸送・貯蔵のためのインフラ整備を支援

• National Hydrogen Mission:2030年までの総予算INR1,970 億（約24
億米ドル）

• SIGHT Scheme：水電解装置の国産化とグリーン水素製造について、それぞれ
に財政インセンティブを提供

拠点形成に向けた動き

• 全国の港湾で、背後圏に立地する民間企業を中心に、水素・アンモニアの
受け入れ、利用に向けた検討が行われてきた（全国24港湾、2024年6
月時点、港湾局調べ）

• 川崎港で液化水素サプライチェーン商用化実証の国内基地（出荷 /受入
両機能を含む）の建設開始

• 価格差支援、拠点化整備支援の公募は終了し、現在４件の事業計画が
認定済み。今後も順次事業計画の認定が行われる見込み。

• 各プロジェクトごとに、2030年の事業開始に向け、施設整備等が行われる
予定。

• MoPSWは、Deendayal港、Paradip港、V.O.Chidambaranar港の３港を、
グリーン水素ハブ開発のための主要港として指定（2023年）

• MNREは、同3港を国家水素ミッションに基づくグリーン水素ハブに認定(2025年）
【主な取組（検討中含む）】

グリーン水素製造プラントの設置（DPA, VOCPA)
グリーン水素バンカリング施設の設置（VOCPA)
グリーン水素・アンモニア専用バースの整備（PPA）
民間事業者へのプロジェクト用地の割り当て（DPA,VOCPA）

安全・技術ガイドライン
• 水素・アンモニアの受入環境整備に係るガイドライン (案)の策定
• アンモニアバンカリングガイドラインの策定
• メタノールバンカリングの実施に向けた方策の検討

確認できず

港湾における水素・アンモニア等受け入れ拠点形成に向けた動向

• 日本では、水素基本戦略や水素社会推進法に基づく価格差・拠点整備への財政支援を通じ、民間企業の取組を後押しし、2030年の事業開
始に向けたサプライチェーン構築と事業環境整備の取組が進められている。

• インドでは、国家グリーン水素ミッションを策定し、財政インセンティブにより水素製造と装置の国産化を推進するとともに、3つの主要港を水素ハブに
認定し、製造プラントや専用バース等の関連インフラ整備が進められている。

32出典: MoPSW、METI、MLIT



１．脱炭素化に向けた国際的な動向
２．脱炭素化に向けた日本の動向
３．脱炭素化に向けたインドの動向
４．インドと日本の比較
５．考察
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５．考察

現状
• 両国とも、カーボンニュートラルの実現を表明しており（日本は2050年、インドは2070年）、港湾の脱炭素化に向けて、

国の方針や推進体制、計画が整備され、徐々に取り組みが進められている。
• 日本では、99港湾が官民連携による港湾脱炭素化推進協議会を設置し、54港湾が港湾脱炭素化推進計画を策定し

ており、各港の特徴や事情に応じてKPIや取組項目が設定され、それぞれで取組が進められている。また、コンテナターミナル
向け「CNP認証」制度も創設され、現在7つのターミナルが認証を受けている。

• インドでは、主要12港について、MoPSWがガイドラインを定め、国際的な標準に照らしてKPIや項目別の取組目標を設定
され、各港で取組が進められている。

日本における港湾脱炭素化に向けた課題

１．制度的枠組みは整備されてきたが、如何に各港湾の脱炭素化の取組を促進していくか

２．港湾単独の取組だけでなく、他港や船社などと連携した取り組みが必要ではないか
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５．考察

提案１ 見える化による港湾脱炭素化の取組促進

• CNP認証制度や港湾脱炭素化推進計画において、共通の項目別KPIを導入し、その達成状況等を見えるか化す
ることで、各港湾が自港の立ち位置や課題等を認識できるようにしてはどうか。

• 見える化された取組状況を比較分析し、各港湾の共通する課題や目標達成に向けたギャップを明確化することで、
効果的な政策や支援策につなげていけるのではないか。

課題１ 制度的枠組みは整備されてきたが、如何に各港湾の脱炭素化の取組を促進していくか

• 国の方針やガイドライン、「港湾脱炭素化推進計画」作成マニュアルの整備など、港湾脱炭素化に向けた制度的枠
組みは整いつつあるものの、2050年カーボンニュートラルに向けては、如何に具体的な取組を進めていくかが課題。

• 全国の港湾で、協議会の設置や港湾脱炭素化推進計画の策定が進んできている一方、各港湾が有する予算、技
術的知見には差もあり、取組の度合いにはばらつきもみられる。
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５．考察

提案２ 内航における脱炭素化モデル航路の設定

• 脱炭素化の先行実装を担うモデルとして、フェリーや内航フィーダー船など国内航路を対象としたモデル航路を指定し、
港湾・船社など官民が一体となって、集中的に脱炭素化の取組を推進する。

• モデル航路の指定においては、船社・荷主のニーズを踏まえ、港間で連携した設備導入を進めるとともに、各港の強みを
活かした施策を組み合わせることで、航路全体で脱炭素化を図り、船社・荷主から選ばれる港湾の形成につなげていく。

課題２ 港湾単独の取組だけでなく、他港や船社などと連携した取り組みが必要ではないか

• 港湾脱炭素化を進めるには、港湾のみならず船社や荷主など複数の主体の関与が必要であるが、これまで関係主体が
協調して取組を進める枠組みが十分に構築されていないのではないか。

• 国際航路では、港湾や船社等の民間企業が連携して、海運と港湾の脱炭素化を推進する、グリーン海運回廊
（Green Shipping Corridor）の取組が行われている。

C海運A港
・港湾脱炭素化推進計画
・ブルーカーボン
・水素・アンモニア受入拠点形成

B港
・港湾脱炭素化推進計画
・風力発電
・荷役機械の脱炭素化

現状（各港毎に取組を進める）

C海運A港
・港湾脱炭素化推進計画
・ブルーカーボン
・水素・アンモニア受入拠点形成
・荷役機械の脱炭素化
・陸電供給設備
・アンモニアバンカリング

B港
・港湾脱炭素化推進計画
・風力発電
・荷役機械の脱炭素化
・陸電供給設備
・電動タグボート

モデル航路（官民連携）
CNP認証

CNP認証CNP認証

（ニーズ）
・再エネ利用
・CTの脱炭素化
・脱炭素燃料
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ご清聴ありがとうございました
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